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梅雨期は大雨、集中豪雨による災害が発生しやすい時期です。

事前の備えと気象情報には気をつけましょう。

集中豪雨とは
狭い地域に、比較的短時間に、多量に降る雨をいいます。

雷を伴うことが多いのは、豪雨を降らせる雲が積乱雲だからです。

集中豪雨は、時刻に関係なく降りますが、とりわけ夕方から宵のうちにかけてと真夜中から明け方にかけて

降りやすい傾向があります。

下記の表は、雨の強さとそれによって発生しうる被害の状況です。

参考にしてください。

気象庁資料より

・雨どいや排水溝を点検し、破損箇所は修理し、泥などの詰まりは掃除しておきましょう。

・万一避難するときのために、非常持出品（携帯ラジオ、懐中電灯、救急セット、非常食、衣類など）

を一つにまとめて準備しておきましょう。

１時間雨量
（mm）

人への影響予報用語
人の受ける
イメージ

屋外の様子 災害発生状況

10以上～
20未満

地面からの跳ね
返りで足元がぬ
れる。

やや強い雨
ザーザーと降
る。 地面一面に水

たまりができ
る。

道路が川のよ
うになる。

この程度の雨でも長く
続く時は注意が必要

20以上～
30未満

傘をさしていて
もぬれる。

傘は全く役に立
たなくなる。

強い雨 どしゃ降り
側溝や下水、小さな川
があふれ、小規模のが
け崩れが始まる。

30以上～
50未満 激しい雨

バケツをひっ
くり返したよ
うに降る。

山崩れ・がけ崩れが起
きやすくなり危険地帯
では避難の準備が必要。
都市では下水管から雨
水があふれる。

水しぶきであ
たり一面が白
っぽくなり、
視界が悪くな
る。

50以上～
80未満

非常に激し
い雨

滝のように降
る。（ゴーゴー
と降り続く）

地下室や地下街に雨水
が流れ込む場合がある。
マンホールから水が噴
出する。土石流が起こ
りやすい。多くの被害
が発生する恐れがある。

80以上～ 猛烈な雨

息苦しくなる
ような圧迫感
がある。恐怖
を感ずる。

雨による大規模な災害
の発生するおそれが強
く、厳重な警戒が必要
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川西町では、ゴミの再利用および減量化を図るとともに、人間と環境の関わりについて幅広い理解を深め、

将来にわたる「環境を大切に思う心」を育成していく生涯教育の一環として「資源回収団体に対する助成金交

付事業」を実施しています。

平成18年度は、子ども会、ＰＴＡ等を合わせて約20団体の登録があり、１年間の回収量は３６８，７７８kg
（３月31日現在）でした。この量は川西町全体の約２ヶ月分の可燃ゴミの量が資源化されたことになります。ま
た金額に換算すると、町のゴミ処理費用が約２７０万円節約されたことになります。各団体及び当事業にご協

力いただいた地域住民の皆様、ありがとうございました。

今年度も恵み豊かな地球を未来に継承するため、リサイクル運動にご協力お願いします。

平成18年度資源回収実績

ごみの細分化について
平成19年８月よりごみの出し方について細分化を行います。細分化を行うのは「ダンボール」と「ペットボ

トル」です。

１、ダンボール
・資源ごみとして新たにダンボール回収の日を設けます。

・その場合、ダンボールを広げ、ひもでしばって出してください。

・ダンボールは今までどおり地域の集団資源回収もご利用ください。

２、ペットボトル
・ペットボトルのみの回収日を設けます。

・「飲料用」のみをペットボトルとして回収します。

・ペットボトルは水洗いしてキャップ、ラベルは取り除いて出してください。

・袋はこれまでどおり町指定の「ペットボトル・プラスチック類専用袋」に入れてください。

・中身が「ペットボトルのみ」と「その他のプラスチック」とを別々の袋に入れて、それぞれの収集日に出

してください。

・取り除いたキャップ、ラベルやその他のプラスチック製容器包装（飲料用以外）はプラスチック類として

出してください。

※なお、細分化に伴いパンフレットを作成しました。広報（６月号）と一緒に各家庭へ配布させていただきま

したのでご覧ください。

問い合わせ 役場住民福祉課　1０７４５－４４－２２１１（内線１８２）

品　　　目 回　　収　　量

ダンボール ４１，１４０kg

雑　　　誌 ６１，６５０kg

新　聞　紙 ２４３，２５０kg

紙 パ ッ ク １，７６６kg

ア ル ミ 缶 ３，１０７kg

布　　　類 １７，８６５kg

合　　　計 ３６８，７７８kg

資 源 回 収 昨年度に引き続き今年度もご協力を

きちんと�
分別しましょう�

川西町�
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国保には、加入するときも脱退するときも届け出が必要です。加入の届け出が遅れてさかのぼって保険税を
納めたり、脱退の届け出が遅れて保険の二重加入、保険税も二重に収めてしまうというトラブルが起こること
があります。

国民健康保険税の2割軽減申請書の提出は9月28日（金）までに
国民健康保険税の２割軽減制度については、均等割額と平等割額の２割相当額が軽減されます。
２割軽減に該当すると思われる世帯については、６月中旬に申請書を送付いたしますので、必要事項を記入

し、期限（９月28日）までに保険年金課へ提出してください。
なお、申請書の送付がない方で２割軽減の対象（下表を参照）に該当すると思われる方は、役場保険年金課

窓口に備えてある申請書で申請してください。
※19年中の所得の大幅な増加が見込めない世帯であること。
※期限までに提出がない場合は、この制度の適用は受けられません。

※７割・５割軽減の対象者は、当初から軽減後の額で保険税を納付していただきます。
７割・５割軽減のための申請は不要です。
※所得の申告がない場合は、いずれの軽減も受けられませんので必ず所得の申告をしてください。
■詳しくは、保険年金課国民健康保険係　1０７４５－４４－２２１１（内線１７２）

国民健康保険
こんなときは、
14日以内に届け出を

国保に加入するとき 持参するもの
他の市区町村から転入してきたとき
（職場の健康保険に加入していない場合）

印鑑・他の市町村の転出証明書

職場の健康保険などをやめたとき 印鑑・職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 印鑑・被扶養者からはずれた証明書
子供が生まれたとき 印鑑・保険証
生活保護を受けなくなったとき 印鑑・保護廃止決定通知書

国保をやめるとき 持参するもの
他の市区町村へ転出するとき 印鑑・保険証
職場の健康保険に加入したとき 印鑑・国保と職場の両方の健康保険証
職場の健康保険の被扶養者 （後者が未交付のときは加入したことを証明するもの）
国保の被扶養者が死亡したとき 印鑑・保険証・死亡の証明
生活保護を受け始めたとき 印鑑・保険証・保護開始決定通知書

世帯人数 7割軽減 5割軽減 2割軽減
1人 68万円
2人 57万５千円 103万円
3人 82万円 138万円
4人 33万円 106万５千円 173万円
5人 131万円 208万円

6人目以降
一人につき １人につき
24万5千円を加算した額 35万円を加算した金額

そ　　の　　他 持参するもの
退職者医療制度に該当したとき 印鑑・保険証・年金証書
町内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり、一緒になったりしたとき

印鑑・保険証

出稼ぎや長期の旅行にいくとき
修学のため別に住所を定めるとき 印鑑・保険証・在学証明書
保険証をなくしたとき 印鑑・身分を証明するもの
（あるいは汚れて使えなくなったとき） （使えなくなった保険証など）

世帯員の前年所得の合計金額が下表の金額以下の場合

こんなときは、
14日以内に届け出を
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国民年金からのお知らせ

～保険料免除制度の申請はお早めに！～
平成19年度の免除申請は７月から受付が始まります。

国民年金には、経済的な理由等で保険料（平成１９年度の保険料額：１４,１００円）を納めることが困難な

場合には、申請により保険料の納付が免除される制度があります。【前年所得の審査があります。】

保険料免除申請は、保険料の全額が免除される「全額免除」、保険料の一部を納め、残りの保険料が免除され
る「一部納付（３／４納付、半額納付、１／４納付）」があります。
また、30歳未満の方には、「納付猶予（若年者納付猶予制度）」があります。

前年度に全額免除・納付猶予が承認されており、継続申請の申出をされている方は、引き続き全額

免除又・納付猶予に該当するか、審査を行いますので申請は不要です。ただし、所得の申告をされて

いない方は、継続の審査ができない場合があります。

【申請して承認されるとその期間は・・・】

※ 【３／４納付】【１／２納付】【１／４納付】の承認を受けた場合、その一部の保険料を納付され

ないと、その承認期間は保険料未納期間となりますので、ご注意ください。

※ 追納する場合の保険料額は、免除等を受けた期間の翌年度から起算して３年度目以降に追納する

すると、承認を受けた期間の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

【承認期間は・・・】 ７月から翌年の６月まで

【審査結果（承認・却下）は・・・】 後日郵送でお知らせします。

全額免除・納付猶予の承認を受けられた方が、翌年度以降も引き続き全額免除・納付猶予の申請を

希望される場合は、翌年度は申請書の提出が不要となります。ただし、失業又は震災等による損害を

受けたことを理由とした全額免除・納付猶予又は一部納付の場合は、毎年の申請が必要となります。

【申請先・・・】 役場保険年金課国民年金担当窓口（年金手帳・印鑑等をご持参ください。）

1０７４５－４４－２２１１（内線１７１）

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

全額免除
３／４
納付

半額納付
１／４
納付

保険料未納

年金を受ける
資格期間には

算入されます。 算入されません。

保険料を納めた場合
と比べて年金額は

３分の１
で計算

６分の５
で計算

３分の２
で計算

２分の１
で計算

▼

▼

▼

▼

納付猶予

計算され
ません。

計算されません。

障害・遺族基礎年金
を受けるとき

保険料納付済期間と同じ扱いです。
年金を受給でき
ない場合あり。

後から保険料を納付
する場合（追納） 10年以内なら納めることができます。 ２年以内

（ ）

（ ）
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父親と生計を同じくしていない児童（離婚・死

亡・１年以上の遺棄等）の家庭生活の安定と自立を

図るために母親や母親に代わってその児童を養育し

ている人に支給されます。また、父親に一定の障害

がある場合についても同様です。

①受給できる人

児童を監護している母、または母にかわってその

児童を養育している方。

※児童とは、18歳に達する日以降最初の３月31日ま

での人です。

★請求者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上

の場合や請求者が公的年金を受けることができる

場合は、支給されません。また、手当の支給要件

に該当した日が平成10年３月31日以前である場合

は、正当な理由があるときを除き、認定請求がで

きなくなります。

問い合わせ 役場住民福祉課

10745－44－2211（内線181）

20歳未満の心身に中程度以上の障害のある児童を監

護している父若しくは母又は父母にかわってその児童

を養育している方に支給されます。ただし、前年所得

が一定額以上ある場合または児童が障害による公的年

金を受けることができる場合は支給されません。

問い合わせ 役場住民福祉課

10745－44－2211（内線181）

６月１日（金）～６月７日（木）

『水道が うるおす日々の 健
すこ

やかさ』

水は限りあるみんなの資源です。
工夫して使いましょう。

児童手当を受けている方は、毎年６月に「現況届」

を提出しなければなりません。これは毎年６月１日

における受給者の方の状況を調査し、児童手当等を

引き続き受ける要件があるかどうかを確認するため

のものです。６月初旬に「現況届」の用紙を受給者

の方に送付いたしますので、期限までに提出してく

ださい。

この届の提出がないと、６月分以降の手当が受け

られなくなりますので、ご注意ください。

提出先　　　　役場住民福祉課

提出期限　　　平成19年６月29日（金）

◎児童手当制度とは

児童を養育している方に手当を支給することによ
り、家庭生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児
童の健全な育成及び資質の向上に役立つことを目的
としています。
また、平成19年４月から３歳未満の乳幼児の養育

者に対する手当の額が第１子及び第２子について、
一律月額１万円になっています。第３子以降の手当
の額については、従来どおりです。
①受給できる人

12歳到達後最初の３月31日までの間にある児童
（小学校修了前の児童）を養育している人。ただし、
前年所得（１月から５月までの月分については前々
年所得）が一定以上の場合には、所得制限により児
童手当は支給されません。
②児童手当の額

３歳未満の児童　一律 → １０,０００円（月額）
３歳以上の児童
第１子　　　　　　　　　５,０００円（月額）
第２子　　　　　　　　　５,０００円（月額）
第３子以降　　　　　　１０,０００円（月額）

※第○子とは、18歳に達する日以後最初の３月31日
までの間にある者（一般に高校を卒業する時期ま
での者）のみを数えていいます。
③支給時期

原則として、毎年２月、６月、10月にそれぞれの
前月分まで支給されます。
④所得制限限度額

所得には一定の控除があります。また、所得制限
限度額は年によって変更されることがありますの
で、詳細は役場の窓口でお問い合わせください。
問い合わせ 役場住民福祉課

10745－44－2211（内線181）

児童扶養手当

特別児童扶養手当

児童手当等受給者の方へ （児童手当等現況届）



7

徴収日のお知らせ

月　日 自　治　会 場　　　所 時　　　間

東　　　　城 下永公民館

西　　　　城 西城公民館

東　　　　方 東人権文化センター

上　吐　田 金　福　寺

南　吐　田 南吐田公民館

北　吐　田 北吐田公民館

唐　　　　院 唐院公民館

中村・美ノ城 中村公民館

保　　　　田 保田公民館

出屋敷・美幸 出屋敷公民館

結崎公民館

梅　　　　戸 梅戸集会所

☆納期限内に納付がない場合は延滞金がかかりますの

で、ご注意ください。

☆８月納期分以降の出張徴収は行いませんので、納税

は取扱金融機関や役場出納室の窓口で納めるか口座

振替で納めてください。

問い合わせ

役場税務課　10745－44－2211（内線131～133）

平成19年度町県民税第１期分の徴収月です
（全期前納分）

役場職員が出張しますのでよろしくお願いします。

６月25日

（月）

午前９時30分
～11時30分

午前９時30分
～11時30分

午後１時30分
～３時30分

午前９時30分
～11時30分

午前９時30分
～11時30分

午後１時30分
～３時30分

午前９時30分
～11時30分

午後１時30分
～３時30分

午前９時30分
～11時30分

午後１時30分
～３時30分

午前９時30分
～11時30分

午後１時30分
～３時30分

６月26日

（火）

６月27日
（水）

６月28日
（木）

６月29日

（金）

結 崎 団 地

結崎南団地

ハッピータウン

男女共同参画週間　６月23日（土）～29日（金）

男女共同参画社会とは

男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる

活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等

に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受す

ることができ、かつ、共に責任を担うべき社会（男

女共同参画社会基本法第２条）」です。

統一地方選挙　投・開票結果 問い合わせ　選挙管理委員会　10745-44-2211（内線255）

４月８日執行　奈良県知事選挙　投・開票結果 ４月８日執行　奈良県議会議員選挙

★立候補受付の結果、無投票により次の２名が当選と

なりました。

山下　力、井岡　正‡

４月22日執行　川西町議会議員選挙
★立候補受付の結果、無投票により次の12名が当選と

なりました。

石田　晏三、中嶋　正澄、大植　　正、宗行　正昭

森本　修司、寺澤　秀和、香川　明英、松本　史郎

和也、今田　Z昭、杉井　成行、島田　育浩

投　票　総　数 ３，２６６　票

西 　 ふ み 子 ９１０　票

あ ら い 正 吾 ２，２３２　票

無　効　投　票 １２４　票

当日有権者数 ７，５２１　人

投　　票　　率
４３．４３　％

（ ／　少数第３位四捨五入）○Ａ

○Ａ

○Ｂ

○Ｂ
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６月１日は、人権擁護委員法が施行された日です。
「人権の世紀」と言われる21世紀にふさわしい人権尊重社会の実現を目指すため、国民一人ひとりが人権の

意義や重要性に関する知識を確実に身につけるとともに、人権問題を直感的にとらえる感性や日常生活におい
て人権への配慮がその態度や行動に現れるような人権意識をはぐくむことができるよう、一層の創意工夫を凝
らした啓発活動を行っていく必要があります。このような視点から、法務省と全国人権擁護委員連合会の本年
度の啓発活動重点目標を『育てよう一人ひとりの人権意識～思いやりの心、かけがえのない命をたいせつに～』
と定め、国民一人ひとりが主体的に豊かな人権意識を育てていくような啓発活動を積極的に展開しています。
★川西町の人権擁護委員は次の４名の方です。
笹岡　　勉　　檜垣　 弘　　福西　裕子　　大西　千香子

ぬくもりの郷内「心配ごと相談所」において人権相談を受けています。相談料は無料、秘密は守られます。
日　　　時 毎週第２火曜日（午後１時～午後４時）
問い合わせ 役場住民福祉課　（０７４５－４４－２２１１（内線１８１）

今、私たちの日常生活を省みると人権に関わった（部落差別をはじめ女性、障害者、在日外国人に対する差
別など）問題などがたくさん存在しています。こうしたことから川西町では弁護士による無料法律相談を下記
の日程で開催します。
日　　　時 ７月10日（火）午後１時～午後４時
場　　　所 ぬくもりの郷
受　　　付 ６月15日（金）～６月29日（金） 土、日曜日は除く。

午前９時から午後５時先着順にて受け付けます。
※定員になり次第締め切りさせて頂きます。

申し込み・問い合わせ 役場住民福祉課　1０７４５－４４－２２１１（内線１８１）

川西町いぶき・すばる子どもセンターからのお知らせ

日　　　程 Ａクラス（小学校１年生） 定員24名
型作り　６月９日（土） 午前９時30分～11時30分
色付け　７月14日（土） 午前９時30分～11時00分
Ｂクラス（小学校２・３年生） 定員24名
型作り　６月16日（土） 午前９時30分～11時30分
色付け　７月21日（土） 午前９時30分～11時00分
Ｃクラス（小学校４・５・６年生）定員24名
型作り　７月24日（火） 午前９時30分～11時30分
色付け　８月21日（火） 午前９時30分～11時00分

場　　　所 川西町ふれあいセンター
持　ち　物 手ふきタオル
材　料　費 ３００円
問い合わせ いぶき子どもセンター　1０７４５－４３－０５５０

すばる子どもセンター　1０７４３－６４－１９８９

人権擁護委員制度をご存じですか人権擁護委員制度をご存じですか

川西町人権擁護委員による人権相談川西町人権擁護委員による人権相談

弁 護 士 に よ る 無 料 法 律 相 談弁 護 士 に よ る 無 料 法 律 相 談

陶　芸　教　室 自分だけの作品をつくろう！陶　芸　教　室 自分だけの作品をつくろう！

き
っ
と楽

し
い
よ
！
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“健康”はあなた自身のものであると同時に、家族みんなのものです。
実施日のうち都合の良い日時を選び申し込んで下さい。

★健康手帳をお持ちの方はご持参ください。
★各検診の申し込みは早めにお願いします。定員になり次第、締め切ります。

★検診の申し込みは、５月15日（火）～６月14日（木）までです。
★いずれの検診も70歳以上は無料です。

結核検診

肺 が ん

乳 が ん

胃 が ん

無料

レントゲン検査
300円

喀痰検査
（必要な方）

500円午前９時～
11時

午後
１時30分～

３時

21日（木）

22日（金）

23日（土）

22日（金）
23日（土）

問診、胸部レ
ントゲン撮影、
喀痰検査
（必要な方）

問診、胸部レ
ントゲン撮影

子宮がん

40歳以上の方
☆肺がん検診は、結核検診も
兼ねています。

65歳以上の方

大腸がん 500円

1,000円

1,400円

問診、便潜血
検査
（２回採便）

問診、胃のエ
ックス線間接
撮影

問診、視触診
及びマンモグ
ラフィ検診
（レントゲン撮影）

40歳以上の方
☆ただし、生理中の方は受け
られません。

35歳以上の方
☆ただし、妊娠中の方、胃疾
患で治療中の方、６ヵ月以内
に胃検診を受けた方は受けら
れません。

40歳以上の女性（町での検診は
２年に１回の受診となります）
☆ペースメーカー、乳房形成手術、
授乳中の方は受けられません。

午前９時～
11時

23日（土） 900円
問診、子宮頚
部の細胞診

20歳以上の女性（町での検診は
２年に１回の受診となります）
☆ただし、生理中の方、子宮
摘出手術を受けた方、前回の
検査で精密検査を指示されて
いる方は受けられません。

受付時間 実施日 料　金 内　容 対　　象　　者

６月　がんセット検診

＊平成19年度の集団がん検診はこの期間だけです。受診漏れのないように申し込んで下さい。

小型ガス瞬間湯沸器を使用されている皆様へ

必ず換気をして、一酸化炭素中毒による死亡事故を防ぎましょう。
◆最近、換気不良により、小型瞬間湯沸器での一酸化炭素中毒による死亡事故が発生しています。
◆物が燃えるには、新鮮な空気が必要です。十分な換気をしなければ、空気が不足し、一酸化炭素が発生します。
◆閉め切った４畳半で小型ガス瞬間湯沸器を燃焼すると、約20分で致死量の一酸化炭素が部屋に充満することもあります。
◆一酸化炭素は無色無臭です。頭痛や吐き気で異変に気づいた時には、手足がしびれて動けず、手遅れになって死
に至る場合もあります。
◆必ず換気してください。

経済産業省からのお願い
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10745-43-190010745-43-1900

お と な 保健センターで実施します

項　　　目 対　　　象 日　　　時 実　施　内　容

生 活 習 慣 病
予　防　相　談
※時間予約制
（１人約30分）

高血圧、糖尿病、
高脂血症（コレス
テロール・中性脂
肪が高い）、肥満な
ど生活習慣病を指
摘された方

体脂肪測定、生活習慣チェックをしま
す。保健師・栄養士が日常生活に関す
ること、食生活に関することなど個別
の相談に応じます。
＊健診や血液検査の結果などを持参し
てください。

６月25日（月）

実施時間
午前９時30分～

11時30分

橿原市休日夜間応急診療所のお知らせ
小児の深夜診療が橿原市休日夜間応急診療所で受診できるようになりました。

場　所 橿原市畝傍町９－１（橿原市保健センター併設） 電　話 0744－22－9683

＊受付時間は診療時間の開始終了30分前です。

開設日 診療時間 診療科目
毎　　　日 午前０時～午前６時 小児科

最近テレビのＣＭでも流れているため、ジェネリック医薬品という言葉を聞く機会も増えていると思います。欧
米では医療費を抑えるために、すでにジェネリック医薬品が積極的に使われていますが、日本でも現在では医療費
抑制の目的でジェネリック医薬品の使用を促進する政策が打ち出されてきています。ただ、誤った知識として伝わ
っていると思われる部分もあるため、ここではジェネリック医薬品について簡単に説明したいと思います。
ジェネリック医薬品とは、先発医薬品と同一の成分、規格の薬のことで、先発医薬品の特許期間満了後に厚生労

働省の承認を得て発売される医薬品のことです。承認にあたっては先発医薬品と比べて、臨床試験など様々な試験
が省略でき、開発期間も短く開発費用も安価で済むため、薬の価格が比較的安く（先発医薬品の２～７割）なって
います。
患者様が一番気になるのは、まったく同じ効き目なの？安心して飲めるの？ということでしょう。これに関して

は、同じ規格や試験方法のもとで、生物学的同等性試験や安定性試験などを行い、先発医薬品と品質・有効性が同
じであると厚生労働省が認めている薬ではありますが、先発医薬品と飲み比べをして比較したものではありません。
又、先発医薬品と同一の成分、規格の薬ですが、中には薬の大きさや味・においなどに工夫が施され、飲みやすさ
や扱いやすさに配慮がなされている薬もあります。
ただ、ジェネリック医薬品を希望される患者様の中には、すべての薬に先発医薬品とジェネリック医薬品の両方

があると思われている人もいるようですが、ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間（新薬の特許保護期間
20年）が切れた後や再審査期間が終わった後でしか発売できません。ですから、今ある薬のすべてにジェネリック
医薬品があるわけではありません。
患者様が窓口で実際にお支払いいただく金額には、調剤料・情報提供料など薬代以外の料金も含まれているため、

価格が先発医薬品の50％のジェネリック医薬品に替えたからといって、必ずしも支払額が半分になるとは限りませ
んが安価とはなります。
当院ではジェネリック医薬品の採用はそれほど多くありませんので、先発医薬品で処方されているケースが多い

と思われますが、院外処方になった場合は、調剤薬局で先発医薬品かジェネリック医薬品かを患者様の方で選んで
服用していただくことができるよう検討を加えているところです。

国保中央病院　薬剤部長 志野　江津子

ジェネリック医薬品とは
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こ ど も 保健センターで実施します

項　　　目 対　　　象 日　　　時 実　施　内　容

３歳６ヵ月児
健　康　診　査

３歳６～８ヵ月児
（平成15年９月16日～
12月15日生まれ）
※対象者には個別通
知します。

６月８日（金）
受付時間
午後１時30分～

２時30分

問診、身体計測、尿検査、内科診察、
歯科検診、視覚・聴覚検査、生活・栄
養・歯科・心理発達相談

ママパパ教室
もうすぐお父さん、お
母さんになられる方
（お一人の参加もでき
ます）

①６月16日（土）
受付時間
午前９時45分～

10時

②６月27日（水）
受付時間
午前９時45分～

10時

①妊娠～出産の経過について
＊パパ必見！沐浴・妊婦体験をしてみ
よう

②１歳までの赤ちゃんとのふれあい・
参加者同士の語らい

三　種　混　合
予　防　接　種

生後３ヵ月～７歳６ヵ
月未満の児
（平成11年12月20日～
19年３月19日生まれ）
３ヵ月児から接種でき
るようになりました。

６月19日（火）
受付時間
午後１時45分～

２時

《初回接種》
３～８週間隔で３回接種してください。
（８週間を越えると保護者の意思に基づ
く任意接種となります）
《追加接種》
初回接種終了後12～18カ月の間に１回
接種してください。
＊持ち物：予診票、体温計

赤ちゃんとのふれあい遊びやお母さん
方が育児のことを気軽に話し合える場
です。

Ｂ　　Ｃ　　Ｇ
予　防　接　種

生後３ヵ月～６ヵ月児
未満の児
（平成19年１月10日～
４月９日生まれ）

７月９日（月）
受付時間
午後１時45分～

２時

BCGは結核を予防するワクチンです。
接種当日に満６ヵ月を超える児は任意
接種となりますので早めに受けましょ
う。
＊持ち物：予診票、体温計

離 乳 食 教 室
★申込み必要★
２日前までに申し
込んでください。

４ヵ月～６ヵ月頃の児
と保護者

７ヵ月以上の児と保護
者

７月５日（木）

受付時間
午後１時15分～

１時30分

受付時間
午後２時30分～

２時45分

離乳食ってこんなに簡単！離乳食を分
かりやすく紹介します。
持ってくるもの：普段使っている赤ち
ゃん用スプーン

★１回～２回食までの離乳食の話とデ
モンストレーション

★２回～３回食まで離乳食の話とデモ
ンストレーションと試食

＊母子手帳を持参してください

Ｂ　ａ　ｂ　ｙ
ク　　ラ　　ブ
★申込み必要★

１歳頃までの児と保護
者

６月27日（水）
受付時間
午前９時45分～

10時
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DENGONBAN

6月

大切な家族や、身近な人が突然

生命の危険にさらされたとき、あ

なたはなにができますか。救急車

が到着するまでの数分間に適切な

応急手当を施すことが救命につな

がります。磯城消防署では毎月応

急手当講習会を行っています。

万一のときのためにぜひご参加く

ださい。

日時 ６月３日a

午前９時～12時

場所 磯城消防署

内容 普通救命講習（心肺そ生法

など応急手当）

受講料 無料

申し込み･問い合わせ

磯城消防署救急係

1０７４４－３３－２４６１

日時 ①７月18日d・②８月22日

d・③９月19日d・④11月中

旬・⑤12月５日d

午後１時30分～４時30分

内容 ①開講式・消火器の使用方

法・②普通救命講習・③天ぷら油

火災及び危険物品の燃焼実験・④

施設見学（奈良市防災センター予

定）・⑤閉講式・修了証授与

全課程を受講された方に修了証

を授与します。

場所 磯城消防署

対象 18歳以上の女性

定員 約20名

申し込み　６月20日dまで

問い合わせ 磯城消防署予防係

1０７４４－３３－２４６１

６月３日（日）～９日（土）
「危険物目指せ無事故のＭＶＰ」

ガソリン･灯油などの危険物は、

ちょっとした取扱いのミスで火災

や事故につながる可能性がありま

す。この週間を機会に、危険物に

対する正しい知識を身につけ安全

な取扱いを心掛けましょう。

問い合わせ 磯城消防署予防係

1０７４４－３３－２４６１

日時 ８月24日f～29日d

※27日bは休館日

午前９時～午後５時

場所 奈良県文化会館展示室

対象 県内在住の満60歳以上のア

マチュア

種目 日本画、洋画、書、工芸、

手芸、写真（出品は一人一品）

出品料 １点1,000円

申込方法 出品料を下記口座に振

り込んだ上で、振込受付書等を

貼付した申込書を役場健康長寿

課介護高齢室に提出してくださ

い。

６月15日fまで。

・南都銀行神宮前支店

7健やか奈良支援財団

普通　0402853

・郵便局振替口座

7健やか奈良健康財団

00930－6－317982

役場健康長寿課介護高齢室にて開

催要領及び出品申込書を配布

問い合わせ 7健やか奈良支援財

団事業係　橿原市大久保町320-11

奈良県社会福祉総合センター内

1０７４４－２９－０１２０

危険物安全週間

県高齢者美術展出品募集

応急手当講習会

ママさん防火教室

（川西町人権問題啓発活動推進本部）
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内容 日本赤十字社水上安全法指

導員による水難事故防止講習

水上安全法救助員Ⅰ養成講習会

日時 ６月20日d～22日fの

３日間　午前９時30分～

午後４時30分

場所 奈良県営プール　奈良市三

条大路１丁目６９１－１

受講資格 満18歳以上で現に有効

な赤十字救急法基礎講習修了証

所持者。概ねクロール・平泳ぎ

各100ｍ以上、立ち泳ぎ１分以

上、潜行10ｍ以上の泳力を有す

る者。

教材費 600円

持ち物 筆記用具、水着、トレー

ニングウエア、昼食、プールサ

イドでの履物

赤十字救急法基礎講習会

日時 ６月17日a

午前９時～午後１時（受付：８

時40分～）

場所 奈良県解放センター　奈良

市大安寺１－２３－１

教材費 1,500円

持ち物 筆記用具

※動きやすい服装

申し込み・問い合わせ

〒630-8133 奈良市大安寺１－

２３－２　日本赤十字社奈良県

支部事業推進課

1０７４２－６１－５６６６

FAX０７４２－６１－５７５６

http://www8.ocn.ne.jp/～jrc-nara/

田原本警察署からのお願い

～不法滞在・不法就労防止にご協力を～

◎深刻化する不法滞在・不法就労外国人問題
現在、わが国には、不法滞在者（偽造パスポート等を使用して不

法に入国した者や滞在期間を超えて不法に日本に残留する者など）
が約24万人いると言われています。
また近年、これらの外国人がグループ化し、強盗等の凶悪犯罪を

繰り返すなど、外国人犯罪の温床と指摘されています。

◎外国人雇用にあたっては在留資格の確認を
不法滞在者の大部分が不法就労しているものと考えられます。
外国人の雇用にあたっては、必ずパスポート・外国人登録証明書

等を見て在留期限や在留資格を確認してください。
不法滞在の外国人や働くことが認められていない在留資格（短期

滞在等）を有する外国人を雇用することはできません。
これらの外国人を雇った事業主は法律で処罰されます。

これらに関してみたり聞いたり、分からないこと等があれば、川西
交番（10745－44－1360）または田原本警察署（10744－33－0110）
までご連絡ください。

赤十字水上安全法講習会
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町民憲章
●緑豊かなまち。美しい自然と環境を守り、住みよいまちを創りましょう。
●未来に伸びるまち。産業の振興につとめ、活力あるまちを創りましょう。
●平和に暮らせるまち。人権を尊重し、笑顔あふれる優しいまちを創りまし
ょう。
●歴史が息づくまち。貴重な文化遺産を守り、文化の香り高いまちを創りま
しょう。
●健康あふれるまち。心身をきたえ、スポーツに親しみ、明るいまちを創り
ましょう。

人　口／9 , 2 5 9人

男　4 , 4 7 2人

女　4 , 7 8 7人

世帯数／3 , 3 9 0世帯

（平成19年５月１日現在）

オープニング記念行事

子育て支援センター“ひだまり” ５月14日

親の悩みの解消や子どもたちの健やかな成長

を支援するため４月９日にオープンした子育て

支援センター“ひだまり”で記念行事が行われ

ました。

参加者は、キーボードアンサンブル「こんぺ

いとう」の演奏を楽しみました。また、屋外で

は人形すくいの催しがあり、笑顔いっぱいの子

どもたちがあふれていました。ぜひ“ひだまり”

ご利用ください。

早めのライト点灯で事故防止

春の交通安全県民運動　　　　５月11日～20日

春の交通安全県民運動が５月11日から20日に

かけて実施されました。川西町内においても交

通事故防止を訴える取り組みが行われました。

５月15日には近鉄結崎駅前で、交通安全クラ

ブや交通安全協会の皆さんが、夜間通行する自

転車に対して反射材の取り付けやライトの点灯

を呼び掛けました。夜間は、自動車からの視界

が悪いので、自転車の走行は思っているよりも

危険です。自身の存在をドライバーに知らせる

ことが事故防止の第一歩です。反射材の装着や

ライトの点灯を心掛けましょう。
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International Art FestivalInternational Art Festival
インターナショナル アート フェスティバル

奈良県在住の外国人青年と奈良県民との交流アートフェスティバルです。
川西文化会館で、約20カ国のブースに分けて美術作品の展示や音楽、ご家族と一緒に体験ができるア

ートコーナーなどあります。
また、コスモスホールでは「マジックショー」「カポエイラ」「和太鼓」などのイベントもあり

ますので皆さんお越しください。

日　　時 平成19年６月24日（日）13：00～17：00
場　　所 川西文化会館　コスモスホール　展示ギャラリー等

入場無料（ホールイベントは先着400名です。）
申 込 み　６月11日（月）までに往復ハガキかE－mailで必要事項を書いてお送りください。

（行事名・住所・氏名・電話番号・年齢・性別）

（往復はがきの場合は返信用に郵便番号・住所・名前を明記）

住　　所 〒630－8501 奈良市登大路町30番地　奈良県JET青年連絡協議会
E－mail iad-nara@mahoroba.ne.jp

問 合 せ 奈良県JET青年連絡協議会（奈良県庁文化国際課内） 10742－24－2485

主　　催 奈良県ＪＥＴ青年連絡協議会　　共　　催 奈良県・川西町教育委員会

体育館よりお知らせ
●６月の町民開放日（体育館アリーナ）は、６月24日（日）です。
（対象者は、川西町在住・在勤者）

●７月分の運動場抽選会は、６月25日（月）中央体育館２階会議室で、午前９時より行
います。



奈良県立明日香養護学校では、本校の教育課程及び学習内容等について、理解を深めていただき、

就学及び進路指導等についての教育相談の場とするため、学校見学会を行います。

○日時…平成19年６月６日（水）午前９時から12時30分
○対象…肢体不自由を有する幼児、児童生徒の保護者及び保育所・幼稚園・小学校・中学校の障がい

児学級担当者、障がい児・者施設の関係職員

問い合わせ・申し込み先 県立明日香養護学校（高市郡明日香村川原410 10744－54－3380）
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奈良県立明日香養護学校　学校見学

奈良県立明日香養護学校では、障がいのある幼児・児童・生徒とその保護者に対して、本校の肢体

不自由教育についての理解と認識を深めていただくため、体験学習を行います。

○日時…平成19年７月５日（木）午前９時から12時
○対象…肢体不自由を有する３歳児以上の幼児、小・中学生と保護者及び関係者

問い合わせ・申し込み先　県立明日香養護学校（高市郡明日香村川原410 10744－54－3380）

奈良県立明日香養護学校　体験学習

奈良県立明日香養護学校では、下記のとおり教育相談に応じています。

◇相談日…事前にご連絡をいただいた上で決めさせていただきます。

◇相談内容…○肢体不自由を有する子どもの就学、入学、転入学に関すること。

○教育上の指導に関すること。

○健康、自立活動、進路指導、交流学習、特別支援教育　等々。

問い合わせ・申し込み先 県立明日香養護学校（高市郡明日香村川原410 10744－54－3380）

（ホームページアドレス･････http://www5.kcn.ne.jp/̃kameisi1/）

奈良県立明日香養護学校　教育相談のご案内

大和平野のほぼ中央にある馬見丘陵は、わが国でも有数の古墳が集中している地域です。こうした
歴史と文化遺産や素晴らしい自然環境、緑蔭の心地よさを楽しむだけでなく、見て・楽しんで・学ぶ
という、多目的環境を整えた、新しい都市公園馬見丘陵へぜひお越し下さい。
日　時 平成19年６月10日（日）結崎駅前８時45分集合　雨天中止（８時に決定）
行　程 結崎駅９時４分乗車（田原本経由）池部駅下車、

丘陵公園へ・徒歩 緑道エリア→北エリア（池上古墳等）→中央エリア（乙女山古墳、菖蒲園、
公園館、史跡ナガレ山古墳等）→南エリア（えにしえの丘、巣山古墳等）→帰路池部駅へ
結崎駅午後３時45分頃の予定です。
※どなたでも当日自由に参加してください。申し込みは不要です。
弁当・飲み物は各自ご持参してください。尚、ガイドさんを依頼しています。

参加費 一人１００円、交通費５００円
ご案内及び問い合わせ先 福山　清市　10745-44-2602 四辻　恒雄　10745-44-0195

中尾　　陽　10745-43-0336 森川　和郁　10745-44-0706

川西町文化協会所属

第50回歩いて見よう会�第50回歩いて見よう会�第50回歩いて見よう会�

古代の史跡と豊かな自然が広がる馬見丘陵公園を探訪
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「川西町スクール支援スタッフ」が活動を開始しました

本年度も、スクール支援スタッフが活動を開始しました。
結崎小学校では、４月17日（火）スクール支援スタッ

フに、預かり保育のために来ていただきました。
この日は授業参観のあと学級懇談会があり、ＰＴＡの

学級委員の選出が行われました。そのため、お子さんは
放課後スクール支援スタッフの人たちと、体育館で映画
を見たりして時間を過ごしました。保護者の皆さんは気
がかりなく、学級懇談会に参加いただけたようです。終
わったあと、お子さんと連れだって帰って行かれました。
町内のほかの幼稚園や学校でも、スクール支援スタッ

フの人たちが、預かり保育、図書整理、花壇や畑作りの
手助け、草刈り、スポーツ指導、教室や遊具の保守等に
と活動、支援していただいています。

スクール支援スタッフとは、保護者や地域の方々で、

ボランティアとして学校でのいろいろな教育活動や環境

整備など、学校を支援する活動にご協力をいただける方

のことです。地域の教育力を学校教育に生かしていこう

というものです。

学校・幼稚園では、たくさんの皆さんのご支援を待っ
ています。支援をしていただける方は、川西町教育委員
会事務局、学校、幼稚園にお知らせください。

川西町教育委員会事務局（1０７４５－４４－２２１４）

預かり保育

懇談が終わって子どもを迎えに来た保護者と

談笑する支援スタッフ。

スポーツ指導（運動遊び）

縄跳びの縄を使って準備運動中の園児と支援

スタッフ。（このあと、縄跳びや跳び箱をしま

した。）

スクール支援スタッフを募集しています。

2007年度

第１回　人権教育研修講座
開催のお知らせ

と　き 2007年６月15日（金）

午後１時30分～午後３時

ところ 川西文化会館２階

サークル室ＡＢＣ

内　容 講演「高齢者の人権」

講師：細川　登さん

ふれあいセンターより

お知らせ

６月より、日曜日の夜間の貸館を

行いますのでご利用下さい。

10745－43－2530
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町立図書館：川西文化会館内　電話 0745－44－2212 ＦＡＸ 0745－43－3245 休館日／毎水曜日・祝日

第一金曜日・年末年始・特別整理期間　　開館時間／9：30～17：00

川西町ホームページ“http://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/"

４日～15日は特別整理休館

～図書館カレンダー～

66月月

は休館日 はおはなし会

図図図図書書書書館館館館ののののホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジををををごごごご利利利利用用用用くくくくだだだだささささいいいい

図書館のホームページでは、利用案内や行事の
お知らせ、蔵書の検索ができます。アドレスは、
次のとおりです。どうぞご利用ください。

http://library.town.kawanishi.nara.jp

77月月

町立図書館
こんな本もどうぞ ～新しく入った本から～

悪人 吉田　修一 朝日新聞社
老いを生きる暮しの知恵 南　　和子 筑 摩 書 房
大きな熊が来る前に､おやすみ 島本　理生 新　潮　社
思わずニヤリ｡チョット知的なことわざ学 技術評論社
家計簿の中の昭和 澤地　久枝 文 藝 春 秋
果樹の接ぎ木・さし木・とり木 小池　洋男 農山漁村文化協会
誤解されない口のきき方 奥脇　洋子 講　談　社
心にのこる日本の歌１０１選 長田　暁二
子どもの学力教師の学力 板倉　聖宣 仮　説　社
しあわせ！中年犬・高齢犬と暮らす 日本放送出版協会
鹿男あをによし 万城目

ま き め

学 幻　冬　舎
時代小説人物事典 歴史群像編集部 学　　　研
週末ジャパンツアー 杉浦さやか ワニブックス
水彩画奈良の風景を描く 貝川　代三 日貿出版社
高松塚古墳は守れるか 毛利　和雄 日本放送出版協会
だから、僕は学校へ行く！ 乙武　洋匡 講　談　社
タヌキのひとり 森の獣医さんの診療所便り 竹田　津実 新　潮　社
ナイトメア 心の迷路の物語 小倉千加子 岩 波 書 店
ネコを撮る 岩合　光昭 朝日新聞社
花が時をつなぐ フローラルアートの文化誌 川崎　景介 講　談　社
玻璃
は り

の天 北村　　薫 文 藝 春 秋
ひとりぼっちのジョージ ヘンリー・ニコルズ 早 川 書 房
福沢諭吉国を支えて国を頼らず 北　　康利 講　談　社
プロフェッショナルな修理 足立　紀尚 中央公論新社
名人の梅干・梅料理 藤巻あつこ 家の光協会

塩田　丸男
赤星たみ子

ヤマハミュー
ジックメディア

――長期貸出のお知らせ――
６月４日（月）～６月15日（金）まで休館して、蔵
書点検などの作業をさせていただきます。
そのため５月21日（月）～６月３日（日）まで、い
つもよりも多く（ビデオは除く）、そして長く借り
ていただけます。
皆さんには、長期にわたりご不便をおかけしますが、ご

理解の上ご了承いただけますよう、お願い申し上げます。

6月のおはなし会
◎小さい人　４才～１年生まで　　２日G

◎大きい人　２年生～中学生まで　23日G

どちらも11時からおはなしのへやで

蔵書点検等により、６月４日（月）～６月15日
（金）まで休館させていただきます。

親と子のおりがみ講習会
と　き 平成19年６月17日a 10：00～12：00

ところ 川西文化会館　１階　創作室
講　師 岡田幸与さん（日本おりがみ協会講師）
持ち物 おりがみ３枚［パンダ：２枚，笹：１枚］

はさみ・のり・サインペン
★材料は各自で持参してください。

対　象 町内在住の子どもとその保護者（10組）。
おじいさん、おばあさんでも結構です。

申込み ただいま受付中。図書館１階カウンター
または電話（0745-44-2212）で。
申込みは、お一人で１組分に限ります。

＊６／４B～15Fの特別整理期間中も電話にて受付して

います。

作品例a

かわいいパンダの折り方を�
　　　　　　　　おぼえましょう！�


